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制
度
・
事
業
の
範
囲
外
の

支
援
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
面
の

解
消
に
向
け
て

　
少
子
高
齢
化
と
人
口
減
少
、
世
帯
や
家
族
の
規
模

の
縮
小
（
図
１
）、
未
婚
率
の
上
昇
等
に
人
々
の
つ

な
が
り
の
希
薄
化
と
い
う
質
的
な

変
化
が
加
わ
り
、
個
人
を
支
え
る

支
援
資
源
は
か
つ
て
よ
り
大
き
く

減
少
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
高
齢

期
に
つ
い
て
は
長
寿
化
に
伴
い
支

援
を
必
要
と
す
る
可
能
性
の
あ
る

期
間
は
延
長
し
て
お
り
、
支
え
る

側
で
あ
っ
た
若
い
世
代
の
家
族
も

高
齢
に
な
る
と
い
う
意
味
で
も
、

支
援
資
源
は
減
少
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
地
域
の
相
互
扶
助
や
家

族
同
士
の
助
け
あ
い
を
補
完
・
代

替
す
る
も
の
と
し
て
公
的
支
援
制

度
が
整
備
さ
れ
て
き
た
一
方
で
、

身
寄
り
の
な
い
こ
と
（
近
く
に
支

援
を
提
供
す
る
親
族
が
い
な
い
）

自
体
は
そ
れ
ま
で
リ
ス
ク
と
し
て

大
き
く
と
ら
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、

そ
の
結
果
と
し
て
、
例
え
ば
保
証

人
が
い
な
い
た
め
に
入
院
や
入
所

等
が
円
滑
に
で
き
な
い
、
空
き
家

や
無
縁
遺
骨
と
い
っ
た
死
後
の
問

題
が
顕
在
化
し
て
き
て
い
る
（
図

2
）。

　
こ
う
し
た
身
寄
り
の
な
い
高
齢

者
等
の
生
活
上
の
課
題
に
つ
い
て

は
、
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度

の
自
立
相
談
支
援
機
関
、地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
、

社
会
福
祉
協
議
会
が
行
う
日
常
生
活
自
立
支
援
事
業

（
日
自
事
業
／
前
身
は
1
9
9
9
（
平
成
11
）
年
開

始
の
地
域
福
祉
権
利
擁
護
事
業
／
図
3
）
等
で
対
応

さ
れ
て
き
た
が
、
公
的
制
度
や
事
業
が
利
用
で
き
な

い
場
合
や
制
度
・
事
業
の
範
囲
外
の
支
援
が
必
要
な

身寄りのない身寄りのない
高齢者等への対応について高齢者等への対応について
　人口減少・単身世帯の増加等の社会構造の変化を踏まえ、身　人口減少・単身世帯の増加等の社会構造の変化を踏まえ、身
寄りのない高齢者等への対応として、厚生労働省では日常生活寄りのない高齢者等への対応として、厚生労働省では日常生活
支援、入院入所手続支援、死後事務支援等を提供する第二種社支援、入院入所手続支援、死後事務支援等を提供する第二種社
会福祉事業を新設する内容を含む、社会福祉法等の一部を改正会福祉事業を新設する内容を含む、社会福祉法等の一部を改正
する法律案を４月３日に国会へ提出しました。社会福祉法人とする法律案を４月３日に国会へ提出しました。社会福祉法人と
してできること、実際の対応等をみていきます。してできること、実際の対応等をみていきます。
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世帯構成の推移と見通し図1

（出典） 総務省統計局「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）（令和６年推計）」
（※１）世帯主が65歳以上の単身世帯を、高齢者単身世帯とする。
（※２）全世帯数に対する高齢者単身世帯の割合はグラフのとおりだが、世帯主年齢65歳以上世帯に対する割合は、35.2％（2020年）から45.1％ （2050年）へと上昇。
（※３）子については、年齢にかかわらず、世帯主との続き柄が「子」である者を指す。

単身世帯、高齢者単身世帯（※１） ともに、今後とも増加が予想されている
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等
が
業
務
外
か
つ
無
償
の
支
援
を
提
供
せ
ざ
る
を
得

な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。ま
た
、

高
齢
者
等
終
身
サ
ポ
ー
ト
事
業
な
ど
の
民
間
事
業
者

が
契
約
に
基
づ
い
て
支
援
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
契

約
の
複
雑
さ
や
倒
産
の
リ
ス
ク
等
、
消
費
者
問
題
と

場
合
は
、
何
ら
か
の
き
っ

か
け
で
関
わ
り
を
も
っ
た

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
医
療

機
関
の
ス
タ
ッ
フ
、
生
活

保
護
の
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
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身寄りのない高齢者の生活上の多様なニーズ・諸課題等の実例図2

地域共生社会の在り方検討会議（第５回）資料１より

④'終末期医療に関する
　意向を表明する

④�'終末期医療に
関する意向を
表明する

⑥�自分の死後に遺るもの
を適切に処分する

⑤死後事務に関す
る意向表明と手
続きをする

⑤死後事務に関する
意向表明と手続き
をする

①�家事などの日常生活
行為が難しくなる

①�家事などの日常生活
行為が難しくなる

⓪�自立した
　生活を
　営んでいる

⓪自立した
　生活を
　営んでいる

②入院し、重大な
　医療処置を受ける

②入院し、重大な
　医療処置を受ける

③退院後の生活を
　再構築する

③退院後の生活を
　再構築する

④�さらに機能低下しサービス
や居住場所を見直す

④�さらに機能低下し
　サービスや居住場所を見直す

ゴミ捨てができず
ゴミ屋敷に

緊急連絡先がなく
入院できない

退院後の生活のための
手配ができない

保証人がおらず施設が
受け入れ拒否

死後の手続きをする人が
おらず、無縁仏となる

路上で何度も倒れて
搬送 医療費が未払いになる

ペットの多頭飼育崩壊 手術の同意ができず
治療が受けられない 新しい住居を探せない 利用料が未払いになる

状態像

空き家や残置物の始末が
できないままとなる

時間

日常生活自立支援事業の概要図3

社会保障審議会福祉部会（第29回）資料2より

計その他精神障害者
等

知的障害者
等

認知症高齢
者等

56,681人
100.0％

2,953人
5.2％

18,451人
32.6％

14,833人
26.2％

20,444人
36.1％

実利用者数
（人）

2. 利用対象者１. 実施主体

生活支援員数専門員数基幹的社会福祉協議会等
の設置数

15,401人4,292人1,634か所

3. 援助の内容

福祉サービスの
利用援助

日常的金銭管理
サービス

書類等の預かり
サービス

37,814 

40,720 

43,632 

46,687 

49,791 

51,828 

53,484 

54,797 

55,717 

56,761 

56,549 

56,550 

56,398 

56,681 

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

R1

R2

R3

R4

R5

R6

4. 実利用者数の推移

○ 認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な者に対して、福祉サービスの利用に関する援助等を行うことによ
り、地域において自立した生活が送れるよう支援する事業。
第二期計画では、「専門員が作成した支援計画の下で、地域住民が生活支援員として本人に寄り添い、見守り、意思決定支援を行いながら適切

な金銭管理等を支援することで、尊厳のある本人らしい生活の安定を図る互助のしくみであり、これにより地域福祉が推進されている」と評価。

○ 都道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協議会
※ 事業の一部を、市区町村社会福祉協議会等（基幹的社協等）に委託可

○ 判断能力が不十分な者であり、かつ本事業の契約の内容について判
断し得る能力を有していると認められる者。

【令和６年度末の実施体制】 【令和６年度末の実利用者数と内訳】

具体的には、利用者との契約に基づいて、福祉サービス申請の助言や同行、サービスの利用料の支払い、公共料
金の支払い等の日常的金銭管理等を実施（1ヶ月の平均利用回数は約2回、利用料の平均1回1,200円）

出典：社会福祉法人全国社会福祉協議会の資料をもとに成年後見制度利用促進室にて作成

① 福祉サービスを利用し、または利用をやめるために必要な手続き
② 福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き
③ 住宅改造、居住家屋の賃借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手
続きに関する援助、その他福祉サービスの適切な利用のために必要な一連の援助

④ 福祉サービスの利用料を支払う手続き

① 年金及び福祉手当の受領に必要な手続き
② 医療費を支払う手続き
③ 税金や社会保険料、公共料金を支払う手続き
④ 日用品等の代金を支払う手続き
⑤ ①～④の支払いに伴う預金の払い戻し、解約、預け入れの手続き

（保管できる書類等）
① 年金証書 ② 預貯金の通帳 ③ 権利証 ④ 契約書類 ⑤ 保険証書
⑥ 実印・銀行印 ⑦ その他、実施主体が適当と認めた書類（カードを含む）

≪
　
　
　
≫

見
守
り

定
期
的
な
訪
問
に
よ
る
生
活
変
化
の
察
知
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高
度
急
性
期
病
院
と
し
て

地
域
医
療
に
貢
献

　
大
阪
市
に
あ
る
社
会
医
療
法
人
大
阪

国
際
メ
デ
ィ
カ
ル
＆
サ
イ
エ
ン
ス
セ
ン

タ
ー「
大
阪
け
い
さ
つ
病
院
」（
理
事
長
：

澤
芳
樹
氏
）
は
、「
い
の
ち
輝
く
未
来

に
貢
献
す
る
」
と
い
う
法
人
理
念
の
も

と
、
高
度
急
性
期
医
療
の
提
供
や
医
療

従
事
者
の
育
成
な
ど
を
通
じ
て
地
域
医

療
に
貢
献
し
て
き
た
。

　
同
院
の
開
設
は
昭
和
12
年
で
、
平
成

30
年
に
設
立
さ
れ
た
医
療
法
人
警
和
会

が
運
営
主
体
の
一
般
社
団
法
人
大
阪
府

警
察
協
会
か
ら
大
阪
警
察
病
院
の
事
業

譲
渡
を
受
け
、
同
年
4
月
か
ら
運
営
を

開
始
し
て
い
る
。
令
和
4
年
に
社
会
医

療
法
人
の
認
可
を
受
け
、
令
和
6
年
7

月
か
ら
現
在
の
法
人
名
に
改
称
し
て
い

る
。

　
そ
の
ほ
か
に
も
、法
人
施
設
と
し
て
、

第
二
大
阪
警
察

病
院
、
大
阪
警

察
病
院
付
属
人

間
ド
ッ
ク
ク
リ

ニ
ッ
ク
、
大
阪

警
察
病
院
看
護

専
門
学
校
を
運

営
し
て
い
る
。

　
同
院
が
地
域

で
担
っ
て
き
た

医
療
機
能
や
役

割
に
つ
い
て
、

院
長
の
正
井
崇

史
氏
は
次
の
よ

う
に
説
明
す

る
。

　「
当
院
は
、

三
次
救
急
医
療

機
関
と
し
て
一

次
か
ら
三
次
ま

で
の
あ
ら
ゆ
る

救
急
患
者
を
24

時
間
体
制
で
受

け
入
れ
、
近
畿
圏
に
お
け
る
主
要
施
設

と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

救
急
医
療
で
は
、
循
環
器
疾
患
、
脳
神

経
疾
患
、
三
次
救
急
の
3
つ
の
ホ
ッ
ト

ラ
イ
ン
を
も
ち
『
断
ら
な
い
医
療
』
を

実
践
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
医
療
を

支
え
て
き
ま
し
た
。
第
二
大
阪
警
察
病

院
に
つ
い
て
は
、
血
液
内
科
や
免
疫
内

科
な
ど
難
治
性
の
内
科
系
疾
患
の
治
療

を
得
意
と
し
た
病
院
と
な
っ
て
い
ま

す
。
法
人
名
の
改
称
に
つ
い
て
は
、
医

学
研
究
に
力
を
入
れ
る
医
療
機
関
で
あ

る
こ
と
を
国
内
外
に
示
し
た
い
と
い
う

想
い
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
警
察
病

院
は
国
際
的
に
留
置
所
の
病
院
を
意
味

す
る
た
め
、
法
人
名
の
改
称
と
あ
わ
せ

て
病
院
名
の
変
更
を
検
討
し
ま
し
た

が
、
地
域
住
民
に
長
年
慣
れ
親
し
ま
れ

て
い
た
病
院
名
は
残
し
、『
大
阪
け
い

さ
つ
病
院
』
に
表
記
を
変
更
し
て
い
ま

スマートホスピタル構想により、
医療サービスの質向上を図る

　福祉医療機構では、地域の福祉医
療基盤の整備を支援するため、有利
な条件での融資を行っています。今
回は、その融資制度を利用された大
阪市の大阪けいさつ病院を取りあ
げます。同院は、令和７年１月に病
院を統合し、新病院を開設していま
す。新病院の概要やスマートホスピ
タルの実現に向けた取り組みにつ
いて取材しました。

— 大阪市・社会医療法人大阪国際メディカル＆サイエンスセンター 大阪けいさつ病院 —

施設の概要施設の概要

大阪けいさつ病院
　　　　  　　　　 〒 543 −0042

大阪市天王寺区烏ヶ辻 2 −6 −40
  TEL   06 −6771 −6051
  FAX   06 −6775 −2838
  URL   https://oim.or.jp/

病院開設：昭和 12 年
理 事 長：澤　芳樹
院 　 長：正井　崇史
病 床 数：650 床（うち ICU28 床、HCU28 床、SCU9 床）
診 療 科：消化器内科、糖尿病・内分泌・代謝内科、腎臓内科、免疫内科、血液内科、腫瘍内科、

呼吸器内科、精神科、循環器内科、心臓血管外科、小児科、消化器外科、乳腺・内分泌
外科、整形外科、皮膚科、形成外再建外科・美容外科、脳神経外科、脳神経内科、呼吸
器外科、泌尿器科、産婦人科、耳鼻咽喉科、眼科、リハビリテーション科、放射線診断科、
放射線治療科、歯科・口腔外科、病理診断科、麻酔科、ER・救命救急科、集中治療科、
総合診療科、感染症科

法人施設：�大阪警察病院看護専門学校、大阪警察病院付属人間ドッククリニック

社会医療法人大阪国際メディカル
＆サイエンスセンター 
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〒105-8486 東京都港区虎ノ門4-3-13ヒューリック神谷町ビル9階
独立行政法人福祉医療機構 総務部 広報課
TEL：03-3438-9240 fax：03-3438-9949

月刊誌「ＷＡＭ」は1年間の定期購読誌です。

購読料／1年間・・・・9,816円（税、発送料込）
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